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令和２年４月１１日 

広島市新型コロナウイルス感染症対策本部 

 

新型コロナウイルス感染症患者（１１例目）の発生について（第２報） 

 

 令和２年４月７日（火）に第１報で公表した、新型コロナウイルス感染症患者（１１

例目）の行動歴及び濃厚接触者に係るＰＣＲ検査の結果等は次のとおりです（下線部が

追加情報）。 

 

１ 行動、症状の経過等 

３月３０日（月） 福岡市内から広島市内へ転居 

         Ｂ宿泊施設利用 

３月３１日（火） 午前９時、転居手続きのため中区役所を利用 

Ｃ不動産事業所利用 

昼過ぎに倦怠感、悪寒 

Ｄ宿泊施設利用 

４月 １日（水） 午前、転居に伴う運転免許証の変更手続きのため中央警察署を利

用 

         Ｅ引越し業者から荷物の受取り 

 ４月 ２日（木） 倦怠感、悪寒継続。日中は 37℃代後半の発熱 

          保健センターに相談の上、近隣の医療機関に連絡するも、発熱等

を理由に受診を断られ、自宅で経過観察 

 ４月 ３日（金） Ｆスーパーマーケット及びＧクリーニング店利用 

 ４月 ４日（土） 倦怠感、悪寒継続。味覚障害出現。日中は 37℃代後半の発熱 

          自宅で経過観察 

 ４月 ６日（月） Ａ医療機関を受診 

          医師が新型コロナウイルス感染症を強く疑い、検体を採取 

          ＰＣＲ検査の結果、新型コロナウイルス陽性と判明 

          感染症指定医療機関に入院 

 

※本人からの申告によれば、発症前１４日以内に渡航歴はなく、発症後は、４月３日

及び６日を除いてマスクを着用していなかった。 

 

２ 濃厚接触者等の状況 

 ⑴ Ｂ宿泊施設 

患者に対応した従業員は１名のみで、接触時間も短く、濃厚接触者に該当する者は

いなかった。 

 

 ⑵ 中区役所 

患者に対応した職員１名を濃厚接触者と判断し、本市衛生研究所においてＰＣＲ 

検査を実施した結果、陰性であることを確認した。 

また、保健センターからは、対象者について４月１４日まで健康観察を実施すると

ともに、不要不急の外出の自粛を要請した。 
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 ⑶ Ｃ不動産業事業所 

患者に対応した従業員は１名のみで、接触時間も短く、濃厚接触者に該当する者は

いなかった。 

 

 ⑷ Ｄ宿泊施設 

患者に対応した従業員２名のうち１名を濃厚接触者と判断し、本市衛生研究所にお

いてＰＣＲ検査を実施した結果、陰性であることを確認した。 

また、保健センターからは、対象者について４月１４日まで健康観察を実施すると

ともに、不要不急の外出の自粛を要請した。 

 

 ⑸ 中央警察署 

患者に対応した職員は１名のみで、接触時間も短く、濃厚接触者に該当する者はい

ないとの回答があった。 

 

 ⑹ Ｅ引越し業者 

患者に対応した従業員は１名のみで、接触時間も短く、濃厚接触者に該当する者は

いなかった。 

 

 ⑺ Ｆスーパーマーケット及びＧクリーニング店 

患者からの聞き取りにより、レジにおいて支払い等にかかる簡単な会話のみであっ

たことから、濃厚接触者に該当する者はいないと判断した。 

 

 ⑻ Ａ医療機関 

   保健センターからの当該医療機関への問合せに対し、適切な感染防護を行い診療に

従事させるようにしており、濃厚接触者に該当する従事者がいないとの回答があった。 


